
香美町告示第３５号                令和５年３月２３日公布 

 

   香美町住宅改修費助成金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、町内施工業者を利用して住宅改修を行う者に対し、予算の

範囲内で香美町が香美町住宅改修費助成金（以下「助成金」という。）を交付す

ることにより、町内での定住を促進し、人口流出の抑制を図ることで、本町の活

力の維持及び向上に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 町内 香美町内をいう。 

⑵ 定住 町内に住所を有する者が、町内に住み続けることをいう。 

⑶ 住宅 住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８

１号）第２条第１項に規定する住宅で、自己が所有し居住する家屋又は世帯

主が居住の用に供する家屋（所有者が死亡している場合に限る。）をいう。 

⑷ 改修工事 老朽化、災害、その他 住宅の機能向上のために行う補修、模様

替え、改造及び設備改善をいう。 

⑸ 町内施工業者 改修工事を行う、町内に本店を有する法人又は町内に住所

を有する個人事業者（下請け業者を含む。）をいう。 

⑹ 商品券 本町が発行する助成金の額と同額の商品券とし、香美町商工会会

員が経営する店舗等に限り使用することができるものをいう。 

（助成対象住宅） 

第３条 助成の対象となる住宅は、令和５年４月１日以降に改修工事を実施する

町内に所在する住宅とする。 

（助成対象工事） 

第４条 助成の対象となる改修工事（以下「助成対象工事」という。）は、町内施

工業者を利用して実施する工事に要する費用が、２０万円以上ものとする。た

だし、第７条第２項の規定による決定の通知を受けた後に着手する工事に限る。 



 （助成対象者） 

第５条 助成対象者は、第３条に規定する助成対象住宅に対し、助成対象工事を

行う次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 町内に住所を有する者 

 ⑵ 生計を一にする者すべてが、香美町税条例（平成１７年香美町条例第７２

号）第３条に規定する町税及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の３第１項に規定する歳入に滞納がない者 

 ⑶ 第７条第２項の規定により助成金の交付決定を受けた助成対象工事につい

て、本町から他の補助金等の交付を受けていない、又は受けようとしない者 

 ⑷ 香美町暴力団排除条例（平成２４年香美町条例第２９号）第２条第２号に

規定する暴力団員又は同条第１号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接

な関係を有する者でない者 

２ 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、助成対象者とするこ

とができる。 

 （助成金の額） 

第６条 第４条に規定する助成対象工事に対する助成金の額は、別表第１に定め

るとおりとする。ただし、助成金の額に１，０００円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。 

２ 併用住宅のうち人の居住の用に供する家屋の部分（以下「併用住宅の個人住

宅部分」という。）に対する別表第１の規定の適用については、「助成対象工事に

要する費用」とあるのは、「助成対象工事に要する費用に併用住宅の個人住宅部

分の床面積を建物全体の面積で除して得た数を乗じて得た額」と読み替えるも

のとする。 

 （助成申請及び交付決定） 

第７条 第４条に規定する助成対象工事に係る助成金の交付を受けようとする者

は、香美町住宅改修費助成金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。 

 ⑴ 工事費見積書の写し 

 ⑵ 工事の一部を下請けさせる場合は、下請け業者名簿（申請時）（様式第２号） 

 ⑶ 助成対象工事を行う住宅の位置図、施工予定箇所のわかる図面及び現況写  



  真 

 ⑷ その他、町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

助成の可否について決定し、香美町住宅改修費助成金交付決定（却下）通知書

（様式第３号）により、前項の規定により助成の申請をした者に通知するもの

とする。 

３ 町長は、助成金の交付決定に際し、助成金の交付の目的を達成するため、必要

な条件を付すことができる。 

 （権利譲渡の禁止） 

第８条 前条第２項の規定による決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）

は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならな

い。 

 （申請事項の変更等及び承認） 

第９条 助成決定者は、第７条第１項の規定による申請内容について、施工業者、

工事見積金額、工事期間若しくは工事内容を変更し、又は当該助成工事を取り

やめた場合は、香美町住宅改修費助成金変更交付申請書（様式第４号）に、変更

内容がわかる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した助成金の額の変更を

決定したときは、香美町住宅改修費助成金変更交付決定通知書（様式第５号）に

より、その旨を助成決定者に通知するものとする。 

３ 第７条第３項の規定は、助成金の額の変更に係る交付決定について、これを

準用する。 

 （状況報告及び実地調査） 

第１０条 町長は、必要があるときは、助成対象工事の遂行状況に関し、助成決定

者、施工業者等に報告を求め、実地調査を行うことができる。 

 （完了報告） 

第１１条 助成決定者は、助成対象工事が完了したときは、完了から１４日以内

に香美町住宅改修費助成対象工事完了及び実績報告書（様式第６号）に、次に掲

げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。 

 ⑴ 工事代金等の領収書（写し） 



 ⑵ 助成対象工事完了後の施行箇所の写真 

 ⑶ 下請け業者名簿（完了後）（様式第７号） 

 ⑷ その他、町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の規定による完了報告について必要があると認めるときは、助

成決定者、施工業者等に報告を求め、実地調査を行うことができる。 

３ 町長は、前項の規定による調査の結果、助成対象工事の成果が助成金の交付

の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合

させるための措置を講じるよう助成決定者に命ずることができる。 

 （助成金の請求及び交付） 

第１２条 助成決定者は、前条の規定による書類等を提出し、町長の審査を受け

た後、香美町住宅改修費助成金請求書（様式第８号。以下「助成金請求書」とい

う。）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の助成金請求書を受理したときは、助成金と同額の商品券を交

付する。 

（商品券の有効期限） 

第１３条 商品券の有効期限は、前条第２項の規定による商品券の交付のあった

日から６か月以内の期間とする。 

 （助成回数の制限） 

第１４条 この要綱による助成金の交付は、同一住宅及び同一人に対し１年度あ

たり１回を限度とする。 

 （決定の取消し） 

第１５条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 ⑴ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 ⑵ 助成対象工事を承認なく変更し、又は取りやめたとき。 

 ⑶ 虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたと

き。 

 ⑷ 前３号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。 

 （助成金の返還） 

第１６条 助成決定者は、町長が助成金の交付決定を取り消した場合において、



商品券が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該商品券を返

還しなければならない。ただし、助成決定者が既に当該商品券を使用している

場合は、使用した商品券の額に相当する額の実費を返還するものとする。 

 （その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、助成金の申請、交付等に関し必要な事

項については、別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （告示の失効） 

２ この告示は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （経過措置） 

３ この告示の失効の日前に交付の決定を行った助成金については、前項の規定

にかかわらず、この告示の失効の日後も、なおその効力を有する。 

   附 則（令和６年３月 28日告示第 79号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第６条関係） 

助成対象工事に要する費用 助成金の額 

  ２０万円以上１００万円未満 改修工事費の５％ 

１００万円以上２００万円未満  ５万円 

２００万円以上３００万円未満 １０万円 

３００万円以上４００万円未満 １５万円 

４００万円以上 ２０万円 

 

 

 

 

 


